
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
の
通
貨
、
金
融

武
　
　
藤

守

は

し

が

き

　
朝
鮮
科
学
院
の
招
侍
に
よ
り
、
一
九
五
七
年
十
一
月
一
日
か

ら
二
十
六
目
ま
で
北
朝
鮮
に
滞
在
し
、
そ
の
問
に
。
科
学
院
は
じ

め
各
方
面
か
ら
一
方
な
ら
ぬ
御
駝
慮
に
あ
ず
か
っ
た
こ
と
を
、

ま
ず
感
謝
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

　
私
は
主
と
し
て
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
の
解
放
後
か
ら

杜
会
主
義
雄
設
に
適
進
し
つ
つ
あ
る
塊
在
ま
で
の
通
貨
金
融
の

実
状
を
視
察
す
る
と
い
う
の
が
口
的
で
あ
っ
た
、
、
そ
の
結
火
と

し
て
、
こ
の
貰
料
が
山
来
た
の
で
あ
る
．
そ
の
多
く
は
科
学
院

か
ら
提
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
私
が
整
雌
す
る

　
　
朝
鮮
民
主
圭
義
人
民
共
和
国
の
通
貨
、
金
磯
（
武
藤
）

過
程
で
事
実
と
誤
っ
た
こ
と
に
し
た
個
所
が
出
来
た
か
も
知
れ

な
い
こ
と
を
恐
れ
る
。

　
こ
れ
は
全
く
の
資
料
で
、
私
見
は
殆
ん
ど
加
え
て
い
な
い
筈

で
あ
る
。
こ
れ
を
某
礎
に
し
、
そ
の
他
の
文
献
を
参
考
に
し
て

一
文
を
書
こ
う
と
努
め
な
が
ら
、
朝
鮮
を
離
れ
て
か
ら
も
中
因

の
各
大
学
を
訪
れ
、
そ
こ
に
も
整
堆
す
べ
き
多
く
の
閑
題
が
あ

り
、
さ
ら
に
欧
州
に
向
お
う
と
し
て
い
る
現
在
で
は
、
一
文
を

書
く
こ
と
は
帰
国
後
に
あ
き
ら
め
ね
ぱ
な
ら
な
い
、

　
そ
れ
に
し
て
も
、
北
朝
鮮
の
実
情
の
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い

現
在
、
資
料
の
ま
ま
で
発
表
す
る
の
も
無
駄
で
は
な
い
と
考

え
、
欧
州
に
向
う
途
上
か
ら
原
稿
を
送
っ
た
の
で
あ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
　
（
八
四
七
）



立
命
館
経
済
学
（
第
六
巻
・
第
六
号
）

第
　
、

中
央
銀
行

一
、
北
朝
鮮
中
央
銀
行
の
設
立

　
一
九
四
五
年
八
月
十
五
日
の
解
放
当
時
、
北
朝
鮮
の
各
地
に

は
多
く
の
支
店
銀
行
が
散
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
当
時
に
お

げ
る
、
こ
れ
ら
の
金
融
機
関
は
、
日
本
帝
国
主
義
に
よ
る
朝
鮮

経
済
収
奪
の
た
め
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

そ
の
よ
う
な
目
的
を
達
す
る
よ
う
に
体
系
ず
げ
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
っ
た
。

　
解
放
直
後
、
こ
の
よ
う
な
植
民
地
的
金
融
体
系
を
是
正
す
る

と
同
時
に
、
民
主
的
な
財
政
を
確
立
し
、
産
業
の
建
設
に
寄
与
す

る
こ
と
の
出
来
る
よ
う
に
金
融
体
系
を
組
織
す
る
た
め
、
一
九

四
六
年
一
月
十
五
日
付
で
北
朝
鮮
中
央
銀
行
を
創
設
さ
れ
た
。

そ
れ
は
当
時
の
北
朝
鮮
駐
屯
ソ
ヴ
ェ
ト
軍
第
二
十
五
軍
団
司
令

部
の
命
令
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
資
本

金
は
一
億
円
で
あ
っ
た
。
同
銀
行
は
一
九
四
六
年
一
月
二
十
口

か
ら
業
務
を
閉
姶
し
た
、
そ
の
業
務
の
主
褒
内
答
は
北
朝
鮮
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
　
（
八
四
八
）

産
業
、
運
輸
、
通
信
、
商
業
に
対
す
る
貸
付
と
既
存
金
融
機
関

に
対
す
る
指
導
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
北
朝
鮮
に
は

新
し
い
金
融
体
系
が
で
き
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

　
北
朝
鮮
臨
時
人
民
委
員
会
は
一
九
四
九
年
十
月
二
十
九
日
第

一
〇
三
号
決
定
に
よ
り
、
北
朝
鮮
中
央
銀
行
と
北
朝
鮮
に
存
在

し
て
い
て
国
有
化
さ
れ
た
朝
鮮
銀
行
（
本
店
は
京
城
）
、
朝
鮮

殖
産
銀
行
、
朝
鮮
商
業
銀
行
、
朝
興
銀
行
、
朝
鮮
貯
蓄
銀
行
お

よ
び
凍
京
に
本
店
を
置
く
安
田
銀
行
な
ど
の
各
支
店
、
合
計
五

十
八
カ
所
を
基
礎
に
し
て
、
新
し
い
北
朝
鮮
中
央
銀
行
を
創
立

（
１
）

し
た
。
当
時
の
資
本
金
は
五
億
円
で
あ
っ
た
。

　
北
朝
鮮
中
央
銀
行
は
、
そ
の
後
に
お
げ
る
人
民
経
済
の
発
展

に
し
た
が
い
、
北
朝
鮮
に
お
げ
る
唯
一
の
経
済
的
中
枢
機
関
、

唯
一
の
貨
付
機
関
と
し
て
、
さ
ら
に
貨
幣
流
逝
の
中
心
機
閑
と

し
て
、
重
大
な
業
務
を
引
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
こ
の
よ

う
な
業
務
と
使
命
を
充
分
に
衆
す
た
め
に
も
、
ま
た
人
氏
の
便

宜
を
図
る
見
地
か
ら
も
、
支
店
綱
を
急
速
に
拡
張
す
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

緊
急
の
間
題
と
な
っ
た
、



　
か
く
し
て
、
同
銀
行
は
毎
年
一
定
の
方
針
と
計
画
の
下
に
、

各
市
郡
に
店
舗
を
増
設
し
、
強
化
し
て
来
た
。
ま
た
、
同
銀
行

は
最
初
北
朝
鮮
人
民
委
員
会
に
直
属
し
て
い
た
が
、
朝
鮮
民
主

主
義
人
民
共
和
国
の
樹
立
と
同
時
に
、
財
政
省
に
直
属
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。

　
（
１
）
　
解
放
前
の
金
融
機
関
は
、
一
九
四
六
年
八
月
十
目
の
「
産
業

　
　
交
通
、
運
輸
、
通
信
、
銀
行
等
の
国
有
化
に
関
す
る
法
令
」
に
ょ

　
　
っ
て
国
有
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
（
２
）
　
北
朝
鮮
中
央
銀
行
の
業
務
内
容
は
広
汎
に
わ
た
り
、
発
券
銀

　
　
行
と
し
て
貨
幣
の
発
行
お
よ
び
通
貨
の
調
節
、
現
金
出
納
に
関
す

　
　
る
業
務
、
国
家
銀
行
と
し
て
国
庫
お
よ
び
地
方
金
庫
の
出
納
に
関

　
　
す
る
業
務
、
貯
金
・
為
替
・
決
済
の
業
務
、
唯
一
の
短
期
金
融
機

　
　
関
と
し
て
国
家
．
協
同
組
含
・
企
業
に
対
す
る
貸
付
業
務
、
対
外

　
　
取
引
の
決
済
業
務
な
ど
で
あ
る
。

二
、
貨
幣
制
度
の
改
革
と
貨
幣
価
値
の
安
定

　
北
朝
鮮
に
お
げ
る
貨
幣
制
度
の
改
革
は
臼
主
的
な
財
政
金
融

の
土
台
を
確
立
し
、
民
族
経
済
を
発
展
さ
せ
る
と
同
時
に
、
人

民
の
物
質
的
文
化
的
生
活
水
準
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
必
要
で

　
　
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
の
通
貨
、
金
融
（
武
藤
）

あ
り
、
そ
の
目
的
を
達
す
る
た
め
一
九
四
七
年
十
二
月
一
日
北

朝
鮮
人
民
委
員
会
第
三
〇
号
に
よ
り
実
施
さ
れ
た
。

　
貨
幣
制
度
改
革
の
目
的
を
再
言
す
れ
ぱ
、

　
＠
　
朝
鮮
民
族
の
自
主
的
な
貨
幣
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
、

　
　
国
内
に
唯
一
の
貨
幣
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
、

　
＠
　
国
家
の
自
主
的
な
財
政
金
融
的
基
礎
を
創
設
す
る
こ
と

　
＠
　
南
朝
鮮
か
ら
価
値
の
低
落
し
た
貨
幣
が
流
入
す
る
の
を

　
　
阻
止
し
、
ま
た
偽
造
貨
幣
の
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
、

　
◎
　
貨
幣
の
価
値
を
高
め
、
低
物
価
政
策
を
実
施
す
る
基
本

　
　
的
条
件
を
っ
く
る
こ
と
、

　
＠
　
人
民
経
済
の
発
膜
を
促
進
し
、
民
族
経
済
の
土
台
を
撃

　
　
固
に
し
、
人
民
の
生
活
と
文
化
の
水
準
を
向
上
さ
せ
る
こ

　
　
と
、
な
ど
で
あ
る
。

　
貨
幣
の
交
接
に
よ
っ
て
、
各
機
関
お
よ
び
そ
の
他
の
団
体
が

必
要
以
上
に
巨
額
の
塊
金
を
保
有
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
現

わ
れ
、
暴
利
を
貧
る
好
商
た
ち
が
流
通
貨
幣
の
膨
脹
を
奇
貨
と

し
て
市
場
物
価
を
暴
騰
さ
せ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
現
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
　
（
八
四
九
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
六
巻
・
第
六
吾
）

た
。
そ
こ
で
、
か
か
る
状
態
を
是
正
す
る
た
め
、
北
朝
鮮
人
民

委
員
会
は
一
九
四
八
年
一
月
三
日
第
九
十
四
号
に
よ
り
、
経
済

機
関
そ
の
他
が
必
要
以
上
に
死
蔵
し
て
い
る
現
金
を
同
収
凍
結

し
た
。

　
ま
た
貨
幣
交
換
の
当
時
、
民
間
貯
金
の
支
払
は
、
好
商
た
ち

の
跳
梁
を
抑
制
防
止
す
る
た
め
に
、
一
九
四
八
年
二
月
十
九
目

決
定
第
二
四
号
に
よ
り
、
各
貯
金
者
を
五
等
級
に
分
け
、
そ

れ
に
基
い
て
個
別
的
な
支
払
限
度
を
決
定
し
た
。

　
貨
幣
改
革
に
よ
り
、
日
本
帝
因
主
義
支
配
当
時
に
発
行
し
た

朝
鮮
銀
行
券
お
よ
び
解
放
喧
後
発
行
さ
れ
た
ソ
同
盟
軍
司
令
都

の
軍
票
は
、
す
べ
て
交
接
さ
れ
、
新
た
に
一
円
券
、
五
円
券
、

十
円
券
お
よ
び
百
Ｈ
券
の
四
種
の
北
朝
鮮
銀
行
券
が
発
行
さ
れ

た
。
こ
の
銀
行
券
は
北
半
部
全
域
に
お
い
て
、
公
的
私
的
に
無

制
限
に
適
川
す
る
唯
一
の
貨
幣
と
な
っ
た
。

　
し
か
し
一
円
未
淋
の
小
額
紙
椎
お
よ
び
硬
貨
は
、
そ
の
後
も

継
続
し
て
流
通
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
、
し
た
が
り
て
、
完
企

に
単
一
な
貨
幣
制
皮
は
、
一
九
四
九
年
五
月
十
四
口
内
閣
決
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二
　
（
八
五
〇
）
　
　
　
、

第
五
〇
号
が
発
布
さ
れ
一
同
年
五
月
十
六
日
か
ら
北
潮
鮮
中
央
・

銀
行
に
よ
り
法
的
に
無
制
限
な
通
用
力
を
も
っ
た
十
五
銭
、
二

十
銭
、
五
十
銭
の
小
額
紙
幣
が
発
行
さ
れ
、
解
放
前
に
日
本
銀

行
に
工
っ
て
発
行
さ
れ
た
一
切
の
補
助
貨
幣
が
無
効
と
決
定
さ

れ
て
、
は
じ
め
て
完
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
北
朝
鮮
中
央
銀
行
券
は
中
央
銀
行
の
所
有
す
る
貴
金
属
お
よ

び
そ
の
他
の
財
産
、
さ
ら
に
共
和
因
政
府
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ

て
い
る
。
貨
幣
交
換
後
に
お
け
る
通
貨
調
節
は
正
常
的
に
実
施

さ
れ
、
貨
幣
の
回
転
率
は
上
昇
し
、
銀
行
券
の
増
発
を
必
要
と

し
な
く
な
っ
た
。
貨
幣
価
値
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
物
価
は
低
下

し
、
人
民
の
生
活
は
安
定
す
る
に
至
っ
た
、
す
な
わ
ち
貨
幣
交

換
前
の
一
九
四
七
年
十
一
月
を
一
〇
〇
と
し
て
、
一
九
四
九
年

十
月
の
平
壌
市
小
売
物
価
指
数
は
六
七
、
一
％
に
低
下
し
た
事

実
に
よ
っ
て
も
証
明
さ
れ
る
、

　
一
九
五
二
年
十
二
月
に
は
畑
品
価
格
が
一
五
～
二
〇
％
低
下

し
、
さ
ら
に
一
九
五
三
年
七
月
に
は
人
民
の
生
活
必
需
品
価
格

の
引
下
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
閑
連
し
て
一
般
市
場
価
格
も
漸
次



●

低
下
し
た
一
こ
の
給
果
は
、
鋤
労
者
た
ち
の
火
貫
賃
金
を
商
め

八
民
の
物
質
的
柵
利
の
蛸
進
を
も
た
ら
し
、
同
時
に
貨
幣
の
購

買
力
を
一
層
高
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
一
九
五
三
年
七
月
一
日
か
ら
五
四
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
一

年
問
に
お
い
て
は
、
流
通
貨
幣
量
は
却
っ
て
収
縮
し
た
。
す
な

わ
ち
中
央
銀
行
の
回
収
し
た
貨
幣
総
額
は
放
出
し
た
貨
幣
総
額

の
一
〇
四
、
九
劣
に
連
し
た
の
で
あ
る
つ
貨
幣
回
収
の
蚊
も
大

き
な
妥
素
は
商
品
販
売
収
人
で
、
そ
れ
は
総
塊
金
収
入
の
六
八
、

三
％
を
占
め
る
つ
塊
金
収
入
の
一
項
〕
で
お
る
概
党
収
人
並
に

施
設
利
州
収
入
も
蛸
大
し
、
一
九
五
三
年
第
二
～
四
半
期
を
一

〇
〇
と
し
て
、
一
九
五
四
年
節
二
～
四
半
期
は
一
七
九
、
三
％

で
あ
る
、
槻
金
支
…
の
一
項
〕
で
あ
る
賃
金
支
出
は
、
同
一
期

閉
に
二
二
九
％
で
あ
っ
た
。
賃
金
支
…
は
総
槻
金
支
出
の
二

八
、
九
劣
を
占
め
る
、

　
職
時
中
も
そ
の
伽
仇
を
竪
固
に
維
持
し
得
た
刺
鮮
民
主
主
義

人
民
共
和
旧
の
貨
幣
は
、
戦
後
さ
ら
に
そ
の
仙
仙
を
撒
固
に
す

る
こ
と
が
で
き
た
、
一
九
五
五
年
巾
に
、
流
池
而
か
ら
鍬
行
が

　
　
朝
鮮
民
圭
圭
義
人
氏
共
和
胴
の
通
貨
、
金
融
（
武
藤
）

同
収
し
た
貨
幣
騎
ば
、
枚
出
し
た
貨
幣
妓
の
一
〇
三
、
二
％
で

あ
っ
た
、
．
回
収
面
に
お
げ
る
商
品
販
売
収
入
は
全
回
収
額
の
六

六
、
六
劣
（
一
九
五
五
年
）
で
あ
り
、
支
出
面
に
お
け
る
賃
金

支
出
は
全
支
出
額
の
三
一
、
一
％
（
一
九
五
五
年
）
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ら
の
収
入
お
よ
び
支
出
を
五
四
年
度
と
比
較
す
れ
ぼ
、
商

品
販
売
収
入
は
一
一
九
、
六
％
に
、
賃
倫
支
山
は
一
二
七
、
九

劣
に
増
大
し
た
。

　
一
九
五
六
年
に
は
収
買
資
金
の
放
出
、
幼
労
者
に
対
す
る
賃
、

金
の
引
上
げ
に
よ
っ
て
批
金
支
出
が
桐
当
増
大
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
国
営
な
ら
び
に
協
同
組
く
□
商
業
の
珊
大
と
施
設
利
川

収
入
の
増
大
と
に
よ
り
、
貨
幣
流
迦
は
健
実
に
進
ん
だ
、
北
朝
．

鮮
中
央
銀
行
に
収
納
さ
れ
た
貨
幣
総
額
の
う
ち
、
因
営
な
ら
び

に
脇
同
組
く
□
商
業
綱
を
通
じ
て
収
納
さ
れ
た
比
率
は
、
一
九
川

九
年
が
四
八
、
二
％
、
人
三
年
が
六
六
、
七
％
、
五
六
午
が
七

〇
、
二
％
で
あ
っ
た
。

　
か
く
し
て
北
棚
鮮
に
お
げ
る
貨
幣
流
迦
は
健
火
で
お
り
、
労

働
粁
の
火
賃
賃
金
は
引
続
き
向
上
し
た
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
、
．
一
　
（
八
片
一
）
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三
、
貧
付
業
務
　
　
　
　
　
　
．

　
北
朝
鮮
中
央
銀
行
は
各
市
郡
に
支
店
網
を
設
置
し
、
各
綴
済

機
関
の
人
民
経
済
計
画
遂
行
を
保
障
し
、
独
立
採
算
制
を
強
化

す
る
た
め
、
短
期
貸
付
を
実
施
し
、
こ
れ
を
通
じ
て
締
常
的
に

劣
５
５２

９７２

０４３

６３３

０８

０
．

１

３２２

５４２

８３３

業
業
業
業
業
通
業
諜

　
　
　
　
　
　
　
雀
産

工
丁
工
「
着
流
～
陛

　
　
　
　
．
、
「
火
　
－
也
リ

学
械
材
　
　
”
ｆ
他

　
　
　
　
　
　
　
の
の

化
機
雄
軽
水
商
そ
そ

）
劣

月
９
７
３
３
８

９
２
１
４

月
業
業
通
輸
他

－年
二
　
流

９
ユ
　
　
ー
　
　
の

４
　
　
　
　
　
　
　
－
】

９ｑ
払
農
商
運
阜
、

争
下
に
お
い
て
も

００１計

一
　
資
金
統
制
を
実
施
し
た
。

　
　
　
一
九
四
九
年
第
一
、
四

　
　
半
期
に
比
し
、
第
三
、
四

　
　
半
期
の
企
業
に
対
す
る
貧

…

一
　
金
貨
付
実
績
を
業
種
別
に

…
　
　
示
せ
ば
上
の
如
く
坤
大
し

　
　
た
の
で
あ
る
、

　
中
央
銀
行
を
含
め
、
各
銀
行

の
融
賓
内
容
を
産
業
別
に
見
れ

ぼ
上
の
如
く
で
お
る
。

　
一
九
五
〇
年
六
月
以
米
ア
メ

リ
カ
帝
Ｎ
、
義
に
よ
る
佼
略
戦

代
付
業
務
は
次
の
よ
う
に
払
大
発
展
し

た
仁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四
　
　
（
八
五
二
）

こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
帝
因
主
義
に
よ
る
野
蛮
な
爆
撃
に
よ
り

００

一
　
１
■

１５１

日
　
口
〕

１
■
　
　
１
■

月
月

７
’
　
１
・
一

一
年
年

一
０
　
１

一
９
５
５

一
１

８５１〃５
２

７５１〃
５
３

７６１〃５
４

活
澱
に
遂
行
さ
れ
た
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
。

　
そ
れ
は
手
形
の
流
通
額
に
よ
っ
て
も
ホ
さ
れ
て
い
る
し

　
一
〇
．
７
；
６
－
一
　
し
、

　
一
０
　
８
　
５
　
一

　
一
１
　
　
　
１
　
．

そ
の
大
部
分
が
破
壊
さ
れ
た
と
い
う

情
況
の
下
に
お
い
て
も
、
人
民
経
済

の
各
部
門
に
お
い
て
は
、
戦
線
と
後

方
の
需
要
を
充
足
す
る
た
め
の
生
産

が
効
果
的
に
持
続
さ
れ
、
ま
た
人
民

生
活
の
安
定
の
た
め
の
商
品
流
通
が

　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ

一
九
五
〇
年
は
平
和
的
に
建
設
箏
業
が

　
　
　
　
　
　
進
ん
で
い
た
一
九
四
九
年
に
比
し
て
汲
少
し

　
年
年
２
年
　
　
て
い
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
帝
因
主
義
の
侵
略
、

　
４
９
５
０
５

　
」
１
９

　
　
　
　
　
　
人
民
軍
隊
の
一
時
的
後
退
に
よ
り
、
多
く
の

企
業
が
破
壊
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
北
朝
鮮
中
央
銀
行
の
伐
付
状
況
を
、
一
九
五
三
年
七
月
一
□

批
花
と
五
四
年
七
月
一
〕
軌
花
と
の
比
較
に
つ
い
て
兄
れ
ば
、

次
の
如
く
発
岐
の
火
状
か
よ
く
わ
か
る



■

劣
．
ｕｎ

７０４１

１

４
．

１１

３

５
・

５１

１

９
・

８２

１
３４２１

１
９

２１１

５

３
・

６２

４

９
．

１１

４

０
・

６１

４

７
・

５１

３

５
．

０３

４

６
・

１１

５

９
・

１１

３

１
・

１１

　
　
業
業
業
　
　
業
業
業
　
　
業
業

　
　
　
　
　
　
　
　
工
　
‘
　
　
　
ｒ

　
　
Ｔ
Ｔ
工
門
丁
－
丁
『
エ
ガ

『
舳
山
灰
属
械
榔
学
一
材
鮒
織
岬
門
舳

｝
石
金
機
傑
化
セ
建
鴨
紡
、
箏

　
丁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
農
商

　
一
九
五
五
年
度
の
一
年
問
に
お
げ
る
北
朝
鮮
巾
央
銀
行
の
資

付
残
高
は
次
の
よ
う
に
増
大
し
て
い
る
、
こ
れ
は
中
央
銀
行
の

貨
付
金
が
人
民
経
済
の
復
興
建
設
の
た
め
に
１
、
特
に
ー
杜
会
主
義

迷
設
の
骨
幹
と
な
る
重
工
業
部
門
に
重
点
的
に
投
箭
さ
れ
、
さ

ら
に
軽
工
茱
部
門
お
よ
び
農
業
椰
門
に
も
投
資
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
．
小
し
て
い
る
、

　
人
民
の
購
貫
力
蛸
加
に
と
も
な
い
、
閉
舳
流
辿
が
顕
著
に
棚

加
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
商
＾
郁
門
に
対
す
る
中
央
奴

行
の
代
付
残
市
同
が
却
っ
て
減
少
し
て
い
る
の
は
、
閑
業
機
閑
の

　
　
刺
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
旧
い
苅
貨
、
令
融
一
武
藤
）

！
０

０
■

３

９
．

０１

８

１
・

４１

９

８
・

３１
９
一
　
９
＾

２
．
４
・

９
　
０

１
■
　
１
■

８

３
．

０１

０

６
・

０１
４
　
　
０

５
一
４
．

１
１
　
Ｏ
）

り
＾
　
１
１

０

６
・

０１
８
　
（
ｏ

１
．
６
・

Ｏ
　
（
ｏ

２

　
　
業
業
　
業
業
　
業
業
　
　
、

　
　
工
工
業
工
工
　
工
工
　
　
一

　
業
工
業
品
業
業
一

頁
　
属
械
材
学
材
　
織
料
　
　
一

鋪
丁
金
機
建
化
建
工
紡
食

脳
重
　
僻
　
軽
　
農
商
。

則

経
理
状
況
、
か

著
し
く
改
善

さ
れ
、
商
品

の
回
転
速
度

が
促
進
さ
れ

た
こ
と
を
示

し
て
い
る
の

で
あ
る
、

　
一
九
五
四
年
～
五
六
年
の
戦
後
人
民
経
済
復
興
発
展
三
カ
年

計
画
の
実
施
の
た
め
に
、
人
民
経
済
各
部
一
門
に
お
げ
る
資
金
の

需
要
は
著
し
く
増
加
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
北
朝
鮮
中
央
銀
行
の

短
期
貸
付
額
も
急
激
に
珊
加
し
た
、
す
な
わ
ち
、
一
九
五
三
年

末
を
一
〇
〇
と
し
て
、
一
九
兀
四
年
人
に
は
二
二
一
二
、
六
％
に

五
五
年
末
に
は
一
三
七
、
五
％
に
、
五
六
年
人
に
は
二
〇
四
、

六
％
と
い
う
よ
う
に
継
続
的
に
蛸
加
し
、
特
に
重
工
業
に
対
す

る
投
資
は
一
九
五
三
年
を
一
〇
〇
と
し
て
、
五
六
年
に
は
二
三

二
、
四
¢
に
坤
大
し
た
　
人
民
の
小
活
向
上
の
た
め
、
軽
工
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
　
一
爪
　
　
　
へ
・
へ
一
人
一
二
）
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郁
門
と
水
産
郁
門
な
ら
び
に
流
通
部
門
に
対
す
る
貨
付
も
坤
加

し
た
、

第
二
、

建
設
資
金
銀
行

　
、
肌
双
上
止
の
甫
平
此
旧

　
解
放
暖
、
国
家
基
本
建
設
投
資
に
対
す
る
汽
金
供
給
お
よ
び

決
済
業
務
は
北
朝
鮮
中
央
銀
行
が
兼
ね
て
遂
行
し
て
来
た
が
、

基
本
建
設
投
資
の
規
模
が
年
々
増
加
す
る
に
伴
い
、
こ
れ
に
対

す
る
資
金
供
給
お
よ
び
財
政
的
統
制
と
い
う
栴
茱
に
お
い
て

も
、
特
別
な
組
織
が
婁
求
さ
れ
る
に
令
っ
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
か
く
し
て
、
共
和
国
内
閣
は
一
九
五
〇
年
一
月
二
十
五
口
内

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

閣
決
定
第
二
十
三
号
「
国
立
建
設
資
金
銀
行
設
置
に
関
す
る
決

、
　
　
、

定
書
」
に
依
り
、
国
家
機
関
お
よ
び
因
営
企
業
所
の
某
本
建
設

投
資
に
対
す
る
賓
金
供
給
を
実
施
し
、
同
時
に
そ
の
寅
金
の
止

確
ｎ
つ
合
堆
的
な
利
川
、
工
肯
計
画
の
期
問
内
完
遂
、
雄
設
飲

の
般
大
眼
の
節
約
お
よ
び
雄
設
企
業
所
の
独
立
採
算
制
強
化
の

た
め
に
、
ま
た
鮒
政
的
統
制
を
強
化
す
る
た
め
に
胴
立
雄
設
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
六
　
（
八
五
四
）

金
銀
行
を
設
置
し
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
そ
の
業
務
を
開
始
す

る
に
至
っ
た
し

二
、
組
織
お
よ
び
組
織
法

　
本
銀
行
の
組
織
原
則
は
、
内
閣
決
定
第
二
十
三
号
「
同
立

建
設
資
金
銀
行
設
置
に
閑
す
る
決
定
書
」
（
一
九
片
）
年
一
月
．
、

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

十
五
日
付
一
と
内
閣
決
定
第
六
十
号
「
国
立
建
設
賓
金
銀
行
に

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

関
す
る
規
定
」
（
一
九
圧
六
年
六
月
八
目
付
）
に
規
定
さ
れ
て
い

る
。　

上
記
の
決
定
に
立
脚
し
た
本
銀
行
の
組
織
原
則
は
、
大
略
次

の
如
く
で
あ
る
、

　
Ｈ
　
本
銀
行
は
基
本
建
設
を
遂
行
す
る
各
国
営
お
よ
び
協
同

閉
体
機
閑
、
企
業
所
（
農
業
協
同
組
合
を
除
く
リ
な
ど
に
対
す

る
建
設
資
金
を
不
返
遠
的
原
則
で
侠
給
し
、
決
済
事
業
と
短
期

灯
付
を
組
織
的
に
行
う
共
和
国
の
特
殊
銀
行
で
あ
る
つ
し
た
が

っ
て
、
上
記
機
閑
な
ど
に
対
し
、
旧
家
戸
算
お
よ
び
臼
己
資
金

か
ら
交
付
す
る
雄
設
資
金
は
、
そ
の
用
途
に
し
た
が
い
、
正
確

に
供
給
し
、
緕
般
の
決
済
噂
茉
を
『
確
迅
速
に
行
い
、
短
期
伐



什
を
含
目
肘
的
に
付
与
し
、
そ
れ
に
１
よ
っ
て
建
設
徽
閑
な
ど
に

基
本
雄
設
計
函
の
期
限
内
完
遂
を
推
進
さ
せ
、
建
設
費
を
不
断

に
低
下
さ
せ
て
、
建
設
機
閑
な
ど
の
独
立
採
算
制
を
強
化
す
る

こ
と
を
白
己
活
動
の
基
本
口
的
と
し
て
い
る
、

　
ｅ
　
本
銀
行
の
機
関
は
次
の
如
く
で
あ
る
、

　
　
イ
、
本
銀
行
は
内
閣
が
任
命
す
る
九
名
乃
至
十
一
名
の
理

　
　
　
事
を
も
っ
て
理
事
会
を
設
置
す
る
Ｃ

　
　
　
理
事
会
は
理
事
長
、
副
理
事
長
お
よ
び
環
事
を
も
っ
て

　
　
　
成
員
と
す
る
、

　
　
　
理
事
会
は
銀
行
の
重
婁
な
事
業
を
霧
議
決
定
す
る
、

　
　
口
、
本
銀
行
は
平
壌
市
に
本
店
を
置
き
、
各
道
（
平
壌
市

　
　
　
お
よ
び
開
城
市
を
含
む
）
に
総
支
店
、
重
要
な
挫
設
地

　
　
　
Ｋ
に
地
Ｋ
支
店
を
置
き
、
本
銀
行
支
店
か
な
い
地
Ｋ
に

　
　
　
お
い
て
は
、
北
朝
鮮
中
央
銀
行
と
の
脇
定
に
よ
り
、
代

　
　
　
理
店
を
設
置
す
る
、

　
　
ハ
、
本
｛
に
は
計
南
所
、
簿
記
所
、
人
氏
経
済
郁
門
別
費

　
　
企
供
給
所
、
技
術
所
お
よ
び
そ
の
他
指
導
郁
所
を
置
く
、

　
　
朝
鮮
民
主
圭
義
人
民
共
和
国
の
苅
貨
、
金
融
（
武
藤
）

　
三
、
賓
本
金
の
構
成

　
Ｈ
　
本
銀
行
の
基
金
は
法
定
某
金
、
準
麻
基
金
、
固
定
基
金

お
よ
び
減
価
償
却
基
金
と
そ
の
他
の
基
金
と
に
区
分
さ
れ
る
、

　
法
定
基
金
は
政
府
の
交
付
金
を
も
っ
て
構
成
し
、
そ
の
限
度

と
そ
の
変
更
は
内
閣
が
決
定
す
る
、

。
蝸
鶉
　
　
準
備
基
金
は
利
益
金
中
よ
り
控
除

　
０
　
　
８
　
　
１

　
１
　
　
　
　
　
　
　
す
る
方
法
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
銀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
事
業
に
、
よ
っ
て
生
ず
る
損
失
金
の

　
計
金
金
金
金
－

　
　
　
　
　
　
基
　
　
補
償
に
充
当
す
る
、

　
　
基
基
基
却

　
　
定
備
定
噸
　
　
　
ｅ
　
基
金
の
構
成
別
比
率
の
一
九

　
く
ｎ
法
準
固
減

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
年
九
月
一
二
十
日
現
在
に
お
け
る

実
絞
は
木
の
如
く
で
あ
る
、

　
四
、
業
　
　
　
務

　
Ｈ
　
旧
営
お
よ
び
協
向
川
休
機
閑
、
企
業
所
、
閉
休
（
農
業

協
同
組
合
を
除
く
）
箏
で
施
行
す
る
拠
本
雄
設
に
対
す
る
資
金

を
供
給
し
、
こ
れ
に
附
付
す
る
一
切
の
決
済
箏
業
を
組
織
的
に

帆
行
す
る
　
一
資
金
の
供
給
は
不
返
遮
的
原
川
で
遂
行
す
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
　
（
八
－
万
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
六
巻
・
第
六
号
）

　
　
○
　
専
問
建
設
機
閑
な
ど
の
固
定
財
産
の
大
補
修
に
要
す
る

　
資
金
を
供
給
し
、
こ
れ
に
附
帯
す
る
一
切
の
決
済
事
業
を
組
織

　
的
に
執
行
す
る
。

　
　
目
　
基
本
建
設
資
金
の
供
給
に
関
連
し
て
、
次
の
統
制
を
実

、
施
す
る
。

　
　
イ
、
計
画
、
設
計
、
財
政
お
よ
び
決
済
規
律
の
遵
守
と
銀
行

　
　
　
が
供
給
し
た
資
金
の
合
目
的
的
利
用

　
　
口
、
伍
値
低
下
と
い
う
課
題
の
完
遂
お
よ
び
超
過
完
遂

　
　
ハ
、
労
賃
基
金
の
止
確
な
利
用

　
　
二
、
建
設
組
立
作
業
、
探
査
作
業
お
よ
び
そ
の
他
の
作
業
に

　
　
　
対
す
る
唯
一
の
評
価
価
格
の
遵
守
と
、
遂
行
し
た
工
事
の

　
　
　
正
確
な
引
受
と
引
渡

　
　
ホ
、
内
部
資
源
の
動
員
利
用

　
　
四
　
計
画
に
よ
り
資
金
供
給
源
泉
と
し
て
予
定
さ
れ
た
臼
己

　
雄
設
資
金
の
秩
立
と
、
こ
れ
に
附
帯
す
る
統
制
を
実
施
す
る
、

　
　
帥
　
独
立
採
算
制
雄
設
機
関
な
ど
の
雄
設
用
資
材
、
飼
料
、

　
燃
料
な
ど
の
季
節
的
貯
蔵
と
、
建
設
機
械
お
よ
び
運
輸
手
段
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八
　
（
八
五
六
）

大
補
修
に
対
す
る
短
期
貸
付
を
実
施
す
る
。

　
内
　
某
本
・
建
設
用
輸
入
機
資
材
、
施
設
品
に
対
す
る
決
済
事

業
と
、
こ
れ
に
附
帯
す
る
短
期
貸
付
を
実
施
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
向
　
上
述
の
事
業
を
遂
行

　
　
　
０

　
　
　
０
。

　
一
計
　
〇

　
一
　
　
　
　
　
１
１

７
．

０３２

刀Ｏ０４

６９０９

方
算
一
０

　
　
０
．

一
　
一
１
０壮

一
土
涌
■

一
流
ｏ
刀

、
化
一
１
０

庚

輸
信
　
１
０

　
　
０

　
　
０

蓮
涌
－

業
　
刀

　
　
０

　
　
０

農
■
１

４
．

０２２
２
‘

００４
８
．
一６０９

１

６
．

２１

８

４
．

５２
２
．
一２８４

１
７２６２

７４４２
１
３

８７５

１
０１８２

１

４
・

３３ ６
．

８７６

業

ユ
一
［

一
　
一
　
一

乃００１
‘
二

／
ｒ

１５９１

１

７
・

４２
４
．

６２７

５
２
５
３

１

４
．

５石１４５

のと期半上度年
５
１

１
９で在現目０３月６

　
　
０

は
る

．
度
あ

年
で

５
４
比

１
９
末

註

す
る
た
め
に
建
設
機
関
な
ど

に
対
す
る
財
政
検
閲
お
よ
び

現
地
調
査
事
業
を
実
施
し
、

遂
行
さ
れ
た
事
業
に
対
す
る

技
術
的
検
査
を
行
い
、
制
定

さ
れ
た
順
序
と
財
政
規
律
に

違
反
し
た
場
合
に
は
相
応
の

制
裁
を
加
え
る
。

　
建
設
賓
金
銀
行
の
部
門
別

賓
金
供
給
情
況
は
上
の
如
く

で
あ
る
、

　
一
九
五
五
年
に
は
処
本
雄

設
部
門
に
対
す
る
投
汽
は
一



３
　
　
３

１
．
４
・

５
　
　
ｏ
ソ

ー
１
一
　
１
■

３

１
・

１２

９

０
・

３１

額
業
産
化

資
　
　
水

投
　
　
業

総
工
農
文

部
門
と
農
業
部
門
の
同
時
的
な
、

面
か
ら
促
進
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
一
九
五
四
〃
五
六
年
の
戦
後
人
民
経
済
復
興
発
展
三
カ
年
計

画
に
よ
り
、
一
九
五
六
年
に
お
げ
る
建
設
資
金
銀
行
の
資
金
供

給
は
増
大
し
、
そ
の
う
ち
重
工
業
部
門
が
全
体
の
四
〇
、
五
弟

軽
工
業
並
び
に
農
業
水
産
建
設
部
門
が
二
〇
、
三
彩
を
占
め
、

重
工
業
の
優
先
と
軽
工
業
と
農
業
を
同
時
に
発
展
さ
せ
る
と
い

う
共
和
国
政
府
の
経
済
政
策
が
依
然
と
し
て
採
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
一
九
五
六
年
度
の
建
設
機
関
に
対
す
る
雄
設
資
金
銀
行
の
短

期
貸
付
総
額
は
一
九
五
六
年
度
資
金
供
給
総
額
の
五
、
四
％
を

　
　
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
の
苅
貨
、
金
融
（
武
藤
）

九
五
四
年
を
一
〇
〇
と
し
て
上
の
よ
う
に

増
大
し
た
。
そ
の
投
資
額
中
に
工
業
．
農

林
水
産
部
門
の
占
め
る
比
率
は
一
九
五
四

年
に
は
四
八
、
八
％
で
あ
っ
た
が
、
五
五

年
に
は
六
六
、
一
％
に
増
大
し
た
。
こ
れ

は
杜
会
主
義
建
設
の
骨
幹
と
な
る
重
工
業

　
　
　
　
　
し
か
も
急
速
な
発
展
が
資
金

占
め
る
、
専
門
雄
設
機
閑
に
対
す
る
各
種
短
期
貨
付
は
、
そ
の

総
額
の
四
五
％
を
占
め
、
専
門
建
設
機
閑
が
急
速
に
強
化
発
膜

し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
ホ
し
て
い
る
。

第
三
、
朝
鮮
農
民
銀
行

　
一
、
設
立
の
事
情

　
解
放
後
、
共
和
国
北
半
部
に
お
い
て
は
歴
史
的
な
土
地
改
革

が
実
施
さ
れ
た
結
果
、
過
去
に
お
い
て
生
産
力
発
展
の
桂
椿
と

な
っ
て
い
た
半
封
建
的
土
地
所
有
関
係
と
小
作
側
が
撤
廃
さ

れ
、
勤
労
農
民
的
土
地
所
有
関
係
に
基
い
た
農
村
経
済
の
白
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

な
る
発
展
の
道
が
開
か
れ
る
に
至
っ
た
。

　
か
く
の
如
く
、
北
朝
鮮
の
数
百
万
勤
労
農
民
た
ち
は
、
地
主

に
よ
る
奴
隷
的
封
建
的
搾
坂
関
係
か
ら
永
遠
に
解
放
さ
れ
て
、

土
地
の
真
の
主
人
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
数
多
く
の
貧

農
と
雇
傭
農
た
ち
は
農
業
生
産
の
嬉
本
的
生
陸
手
段
た
る
土
地

は
も
ら
っ
た
が
、
白
己
経
理
を
臼
主
的
に
運
営
し
、
白
己
の
経

済
状
態
を
急
速
に
改
善
向
上
さ
せ
る
た
め
に
必
輿
な
費
金
的
援

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
　
（
八
五
七
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
六
巻
・
第
六
晋
）

助
を
受
げ
る
道
が
保
証
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
し
、
農
村
に
お
げ

る
封
建
的
搾
取
形
態
た
る
高
利
賛
業
老
た
ち
の
議
動
は
除
去
さ

れ
て
い
法
か
っ
た
。

　
土
地
改
革
直
後
に
形
成
さ
れ
た
、
か
よ
う
な
農
村
絡
済
絡
営

上
の
間
題
点
の
解
決
は
、
．
必
然
的
に
数
百
万
勤
労
農
氏
た
ち
の

切
実
な
る
要
求
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
た
だ
人
民
牛
活
の
改
善
向

上
と
そ
の
繁
栄
を
基
本
と
し
て
い
る
朝
鮮
労
働
党
と
共
和
国
政

府
に
よ
っ
て
の
み
解
決
で
さ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
党
と
政
府
の
指
導
に
よ
り
、
一
九
四
六
年
四
月

一
日
北
朝
鮮
臨
時
人
民
委
員
会
布
告
第
三
号
は
、
協
同
的
信
川

機
閑
の
性
格
を
も
っ
た
農
民
銀
行
の
創
設
を
布
告
し
、
一
九
四

六
年
五
月
一
日
か
ら
そ
の
業
務
を
開
始
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ

る
。　

農
民
銀
行
の
組
織
面
に
つ
い
て
は
、
協
同
的
信
用
機
関
と
し

て
の
農
民
銀
行
に
付
与
さ
れ
た
任
携
の
特
殊
性
か
ら
出
禿
し

て
、
奴
行
の
竹
理
連
ド
針
に
お
い
て
も
休
主
歳
奴
制
度
（
そ
の
後

は
林
土
代
衣
制
皮
）
を
碓
立
し
、
株
工
た
ち
の
民
主
工
義
舳
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
（
）
　
（
八
五
八
）

要
求
と
意
思
が
即
時
に
銀
行
事
業
に
反
映
で
き
る
よ
う
に
し

た
、
か
よ
う
に
し
て
創
立
当
初
か
ら
民
主
主
義
的
中
央
集
権
的

原
則
に
よ
り
運
営
す
る
よ
う
に
組
織
さ
れ
た
、

　
店
舗
網
の
布
置
、
機
構
組
繊
に
つ
い
て
は
、
創
立
当
初
よ
り
、

従
来
あ
っ
た
金
融
組
合
の
店
舗
網
を
そ
の
ま
ま
引
継
い
だ
た
め

に
、
そ
の
当
時
ま
で
に
共
和
因
北
半
部
に
存
在
し
た
金
融
組
合

お
よ
び
そ
の
支
所
に
殆
ん
ど
近
似
的
な
数
字
を
も
っ
て
事
業
を

開
始
し
た
、
す
な
わ
ち
中
央
に
は
本
店
を
置
き
、
各
道
に
は
総

支
店
、
市
郡
に
は
支
店
、
面
所
在
地
に
は
山
張
所
（
現
在
は
廃
止
）

を
設
げ
た
、
か
よ
う
な
事
業
体
系
の
下
で
、
農
民
銀
行
は
氏
主

主
義
的
指
導
体
系
を
確
立
し
た
し
一
方
共
和
因
財
政
省
の
桁
導

と
統
制
を
受
け
な
が
ら
、
北
朝
鮮
に
お
け
る
銀
行
の
因
家
的
独

占
体
系
に
編
成
さ
れ
、
管
理
運
営
さ
れ
て
い
る
。

　
農
民
銀
行
の
基
本
的
事
業
は
内
閣
決
定
第
二
百
二
十
二
号
に

よ
り
、
次
の
如
く
規
定
さ
れ
て
い
る
り

　
Ｈ
　
農
民
（
漁
｝
）
の
経
済
状
態
を
向
上
さ
せ
る
〔
的
で
、

彼
箏
に
融
資
に
よ
る
扱
助
を
捉
供
す
る
こ
と
、
こ
の
小
業
に
お



い
て
は
常
に
、
貧
農
民
（
零
細
漁
民
）
た
ち
の
絡
済
的
発
展
の
た

め
の
融
資
事
業
へ
特
別
な
関
心
を
お
く
の
で
あ
る
し

　
ｅ
　
勤
労
農
（
漁
）
民
た
ち
で
組
織
さ
れ
た
農
村
（
漁
村
）

生
産
協
同
組
合
お
よ
び
そ
の
他
の
協
同
的
経
済
団
体
に
融
資
の

援
助
を
与
え
る
ｃ

　
嘗
　
人
氏
の
貯
蓄
と
株
金
瑚
募
の
方
法
に
よ
り
、
農
民
お
よ

び
漁
民
た
ち
の
余
裕
資
金
を
貯
金
と
し
て
広
汎
に
動
員
す
る
こ

と
、　

以
上
に
よ
っ
て
明
白
に
知
ら
れ
る
如
く
、
農
民
銀
．
行
は
農
民

た
ち
、
特
に
貧
農
た
ち
を
農
村
の
高
利
代
的
搾
坂
か
ら
解
放
さ

せ
て
、
彼
等
の
生
活
安
定
と
生
水
的
土
台
を
強
化
さ
せ
、
そ
の

生
膝
発
展
を
期
す
る
よ
う
融
資
舳
援
助
を
与
え
る
こ
と
で
あ

る
。　

こ
れ
と
同
時
に
貰
付
淡
金
の
小
ｗ
嬰
を
充
足
す
る
た
め
に
必
．
典

な
賓
金
源
泉
を
秩
極
的
に
増
大
さ
せ
、
人
民
た
ち
の
蓄
秩
を
高

め
る
た
め
の
重
嬰
な
手
段
で
も
る
貯
金
事
業
を
農
民
大
衆
の
巾

に
広
汎
に
展
開
し
、
農
民
大
衆
に
協
同
維
理
の
優
越
性
を
汽
按

　
　
朝
鮮
民
主
圭
義
人
民
共
和
国
の
逝
貨
、
金
融
（
武
藤
）

体
験
さ
せ
、
集
団
主
義
的
思
想
を
実
際
生
活
を
通
じ
て
注
入
さ

せ
、
農
氏
た
ち
白
か
ら
が
礼
会
主
義
へ
行
く
過
程
、
す
な
わ
ち

農
業
協
同
化
の
過
程
に
行
く
よ
う
に
影
響
と
援
助
を
与
え
る
の

で
あ
る
、

　
こ
の
外
に
農
民
銀
行
は
、
共
和
国
銀
行
体
糸
の
一
環
と
し
て

多
く
の
店
舗
網
を
利
用
し
て
、
国
内
為
替
業
務
を
取
扱
い
、
中

央
銀
行
が
な
い
地
方
に
お
い
て
は
、
因
庫
金
収
納
事
務
、
そ
の

他
一
連
の
中
央
銀
行
代
理
業
務
を
取
扱
う
事
業
を
担
当
遂
行
す

る
、　

農
民
銀
行
は
本
店
を
平
壌
に
雌
き
、
各
道
人
民
委
員
会
所
在

地
に
総
本
店
、
各
郡
人
民
委
員
会
所
花
地
に
支
店
、
そ
の
他
の

重
要
地
点
に
川
張
所
を
置
い
た
、

　
二
、
資
本
金
の
構
成

　
北
朝
鮮
農
民
銀
行
の
汽
本
金
は
三
億
門
と
し
、
こ
れ
を
三
〇

〇
万
株
に
分
け
一
株
の
金
額
を
一
〇
〇
円
と
し
た
、
昨
本
金
の

構
成
は
、
農
民
お
よ
び
そ
の
他
注
民
た
ち
の
堆
金
山
費
と
解
放

前
の
北
刺
鮮
に
布
傲
さ
れ
て
い
た
金
融
組
く
］
お
よ
び
金
融
組
く
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
∴
一
　
（
八
人
九
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
六
巻
・
第
六
吾
）

連
合
会
の
所
有
し
た
一
切
の
財
産
（
建
物
、
什
器
、
残
余
現
金
）

を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
資
本
金
の
内
容
を
見
れ
ぱ
、
次

の
如
く
で
あ
る
、
、

農
民
お
よ
び
そ
の
他
住
民
た
ち
の
現
金
出
資

旧
金
融
組
含
財
産
を
引
受
け
た
現
物
出
資

七
七
、

二
二
、

六
％

四
％

　
三
、
業
務
関
係
の
実
績
は
次
の
如
く
で
あ
っ
て
、

展
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
数
字
が
示
し
て
い
る
。

　
１
　
貸
付
お
よ
び
貯
金
残
高

急
速
に
発

貯
高

人
残

個
金

付
高

貸
残

００１

５

０
・

４３

３

７
．

７８１

００１

２９２

７８８

年

６
　
　
０
　
６

４
　
５
　
　
５

９１

　
一
九
五
二
年
お
よ
び
五
三
年
上
半
期
に
お
げ
る
貸
付
金
の
用

途
別
比
率
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
役
畜
資
金
貸
付
が
圧
倒
的
部

分
を
占
め
て
い
る
。

万
川
、
一
一
１
１
９
上
　
　
　
　
　
１

年
５
２
１
９

。
４
　
０
　
７
＾
ｏ
３
　
０
０
１
９
３
０
０
１
７
　
　
　
　
　
　
０
　
　
　
　
　
１

■
一
－
　
－
■
－
－

二
一

（
八
六
●
）

　
２
　
貸
付
利
率
に
つ
い
て
は
極
め
て
簡
単
で
、

あ
る
の
み
で
あ
る
。

農
業
協
同

細
合
貸
付

個
人
貸
付

６
劣
（
年
利
）

９
　
（
〃
）

　
３
　
貯
金
利
率
に
つ
い
て
も
極
め
て
簡
単
で
、

あ
る
の
み
で
あ
る
。

次
の
二
種
が

次
の
二
種
が

　
　
　
普
通
貯
金
　
　
３
％
（
年
利
二

　
　
　
定
期
貯
金
　
　
４
　
（
〃
）
．

　
一
九
五
三
年
下
半
期
か
ら
一
九
五
四
年
上
半
期
に
至
る
貨
付

額
の
九
七
％
は
貧
農
ま
た
は
牢
細
漁
段
に
対
す
る
貨
付
で
、
そ



の
内
訳
は
次
の
如
く
で
お
る
、

　
　
　
一
、
・

　
　
　
０
■

　
　
　
４
　
　
１
９
３
刀
　
　
１
７
７

　
　
　
３
０
４
５
６
９
．

　
　
　
Ｆ
ｏ
　
　
１
　
　
　
　
　
　
　
　
１
１

　
　
　
一

つ００１

金
　
　
　
！
　
　
１

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！
　
　
　
　
　
　
／

一
資
”
”
　
”
　
一

　
　
　
　
設
　
他
計
一

畜
豚
具
施
糧
の
　
一

■
　
　
　
　
水
　
　
　
　
　
一

一
役
養
農
揚
農
そ
　
一

■

　
一
九
五
四
年
上
半
期
の
貸
付
総
額
を
一
九
五
〇
年
上
半
期
に

比
較
す
れ
ぱ
二
八
六
、
九
％
、
そ
の
う
ち
個
人
貸
付
は
四
四
八
、

二
％
に
増
大
し
、
農
業
協
同
組
合
へ
の
貸
付
額
は
一
九
五
三
年

上
半
期
に
比
較
す
れ
ば
一
九
五
四
年
上
半
期
は
七
六
四
、
五
劣

に
激
増
し
た
。

　
一
九
五
四
年
か
ら
五
六
年
に
か
げ
て
、
農
業
銀
行
の
農
業
協

同
組
合
に
対
す
る
貨
付
残
高
は
急
速
に
増
大
し
、
そ
れ
は
一
九

五
四
年
を
一
〇
〇
と
し
て
、
一
九
五
五
年
は
…
二
三
、
九
％
で
あ

っ
た
。
農
民
銀
行
の
全
貸
付
金
中
に
占
め
る
比
率
に
つ
い
て
い

　
　
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
の
通
貨
、
金
融
（
武
藤
）

え
ぼ
一
九
五
五
年
十
一
月
に
は
八
、

年
十
一
月
に
は
一
五

三
、
五
％
に
増
大

し
た
。
こ
れ
は
農

村
の
杜
会
主
義
改

　
一
　
〇

計
肌

　
．
　
１

■
人個協農

一
〇〇０１

０

０
・ｎ

）
　
一

－
　
一

計

－
他
、の

■

十
声
■宅住

川
菜
業

副
漁

０

０
・

０１

０

０
・

０１

０

０
．

０１ 六
％
で
お
一

．
ひ
刀
ｏ
ｏ
ひ
〇

一
１
０
１
０
１
０

た
が
、
五
六

　
１
０
　
０
　
　
１
０

一
０
０
・
０

　
０
　
　
０
　
　
０

一
　
－
上
　
　
１
■
　
　
１
■

７

３
．

８
１
７１１

”

０

３
・
一１

４

４
・

１
１
３

８８
１
０７８

０
８

〃

“
一
一
一

．
，
－
一
．

一
甘

山
い

〃

　
　
６
．

　
　
６

産
　
４

　
　
１
・

畜
一
７

”
蝸

“

７

４
．

６

４

４
．

６

４み
５

１
・

６

８庁７

年
年
年

４
　
　
５
　
　
６
　
　
１

５
　
　
５
　
　
５
　
　
一

■
９

一
　
１
・
一

業
序
　
１
２
１
４
一
４
　
１
９
　
１
４
一

　
．
２
１
肌
２
７
一
ｈ
２
３
１
６

農
牛
－
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
皿

　
一
協
人
計
協
人
計
■

　
一
農
個
　
　
、
農
個

　
　
／
１
１
て
　
　
　
ｆ
，
１
・
＼
　
一

　
　
　
ヒ
ー
　
　
　
　
　
　
£
１

　
一
　
　
　
　
■
Ｊ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
工

　
　
　
４
　
　
　
　
　
　
　
　
５

　
　
　
５
　
　
　
　
．
　
　
　
５

　
　
　
９
　
　
　
　
　
　
　
　
９

　
　
　
１
１
一
　
　
　
　
　
　
　
　
１
ー

　
　
　
　
　
そ
の
組
繊
的
経
済
発
艇
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
は
打
の

　
、
　
、
同
時
に
こ
れ
は
五
四
年
以
後
、

　
ｏ
０
　
１
ｉ

　
６
・
３
・
．

　
２

８
　
　
８
　
　
７
　
　
一

９
・
０
・
８
・

一
５
　
　
７
　
９

８
．
５
・
６
・

６
　
　
５
　
６

７
２
．
　
１
０

１
　
　
７
‘
　
１
１

２
　
　
１
　
　
２

協
人

　
　
　
計

農
個

ゴ
、
１
・
＼

　
　
ド

　
　
！
工

　
　
６

　
　
５

　
　
９

　
　
１

造
を
目
的
と
す
る
政
策
に
順
応
し
、

た
め
に
寄
与
す
る
こ
と
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
、

数
字
が
明
瞭
に
ホ
し
て
し
る

農
村
の
集
団
化
、
杜
会
主
義
化
が
急
速
に
、
進
ん
で
い
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
、
二
　
（
八
六
一
）



●

　
　
立
命
館
綴
済
学
（
第
六
巻
・
第
六
晋
）

　
　
　
　
　
（
２
）

も
示
し
て
い
る
、

　
農
民
銀
行
の
農
協
、
個
人
別
並
び
に
使
途
別
貨
付
状
況
は
前

表
の
如
く
で
あ
る
．
し

　
（
１
〉
　
北
朝
鮮
に
お
け
る
土
地
改
革
は
、
一
九
四
六
年
三
月
五
目
「
北

　
　
朝
鮮
土
地
改
革
に
関
す
る
法
令
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ

　
　
る
。
解
放
前
に
お
い
て
は
、
全
農
家
の
六
、
八
％
に
過
ぎ
な
い
地

　
　
主
が
全
耕
地
面
積
の
五
八
、
八
％
を
占
め
、
全
農
家
の
五
〇
劣
は

　
　
小
作
人
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
こ
の
土
地
改
革
に
よ
っ
て
、
貧

　
農
に
二
二
、
三
八
七
町
歩
、
土
地
の
な
い
小
作
人
に
六
〇
三
、
四

　
〇
七
町
歩
、
土
地
の
少
な
い
白
小
作
入
に
三
州
五
、
九
七
四
町
歩

　
が
分
配
さ
れ
、
彼
等
が
次
第
に
中
農
に
溌
慶
し
得
る
基
本
的
条
件

　
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
、

　
（
２
）
　
農
民
の
協
同
組
合
へ
の
組
織
化
は
急
連
に
逃
み
、
　
一
九
五
六

　
年
末
現
在
の
農
業
協
同
組
合
数
は
一
＾
、
八
二
五
に
達
し
、
そ
れ

　
に
は
令
農
家
の
八
い
、
九
％
か
加
入
し
、
そ
の
作
付
面
積
は
企
耕

　
地
面
積
の
七
七
、
九
％
を
占
め
る
ま
て
に
至
っ
た
。

　
　
　
　
第
四
、
郵
便
貯
金

一
一
四
一
　
　
（
一
八
エ
ハ
一
一
）

一
、
郵
便
貯
金
の
組
織
状
況

　
共
和
国
内
閣
で
は
、
住
民
た
ち
の
貯
蓄
熟
意
が
非
常
に
昂
揚

す
る
に
鑑
み
、
貯
金
坂
扱
網
を
一
屑
拡
張
す
る
た
め
、
一
九
五

七
年
八
月
一
日
か
ら
郵
便
貯
金
を
坂
扱
う
こ
と
に
し
た
、

　
郵
便
貯
金
は
中
央
に
中
央
貯
金
局
を
置
き
、
原
簿
を
備
え
置

き
、
利
子
計
算
、
証
拠
書
類
監
査
な
ど
一
切
の
業
務
を
担
当

し
、
地
方
郵
便
局
等
で
は
貯
金
の
受
入
れ
支
払
の
業
務
を
担
当

す
る
、
し
た
が
っ
て
郵
便
貯
金
は
ど
の
郵
便
機
関
に
で
も
貯
金

し
、
お
る
い
は
払
戻
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

二
、
郵
便
貯
金
の
種
類
お
よ
び
利
率

　
郵
便
貯
金
に
は
次
の
よ
う
な
四
種
類
が
あ
る
、

　
Ｈ
　
普
通
貯
金
、
年
三
％
、
こ
の
貯
金
は
何
時
で
も
貯
金
あ

る
い
は
払
展
す
こ
と
が
で
き
る
、

　
白
定
期
貯
金
、
年
四
％
、
こ
の
貯
金
は
三
ケ
月
以
上
の
期

問
を
設
定
し
、
一
件
当
り
千
円
以
上
の
金
額
を
貯
金
し
、
期
限

淋
了
後
に
払
炭
、
す
。

　
目
　
小
山
活
向
上
い
灯
爪
ｖ
、
作
－
川
％
、
こ
の
一
灯
介
一
は
六
力
月
「
〃
千



－
年
の
期
問
を
設
定
し
、
そ
の
期
問
内
に
毎
月
定
期
的
に
∴
定

の
金
額
を
積
立
て
、
期
問
満
了
後
に
払
戻
す

　
回
　
抽
薇
付
普
通
貯
金
、
こ
の
貯
金
は
普
通
貯
金
と
同
じ
で

あ
る
が
、
た
だ
利
子
が
付
か
ず
、
そ
の
代
り
に
毎
分
期
に
抽
簸

を
実
施
し
、
当
選
貯
金
者
へ
当
籔
金
を
支
払
う
。

ニ
ザ
．
平
小
残
高
ガ
ｍ
ヂ
．
当
撃
は
一
、
○
○
○
口

　
■
、
、
箏
　
　
　
　
　
　
５
０
％
　
　
当
り
、
一
等
一
個
、
二
等
二

　
　
｛
や
．
ｒ
　
　
　
　
　
　
　
０
／
ｏ

　
　
．
勺
、
　
　
　
　
　
２
．
／
　
個
、
三
等
二
十
五
個
で
あ
る
。

当
簸
金
の
決
定
は
、
そ
の
貯
金
者
の
、
そ
の
分
期
中
の
平
均
残

ｏ

高
に
村
し
、
Ｌ
Ｌ
の
如
き
比
率
で
支
ム
う
、

三
、
資
金
連
用
方
法

　
受
入
れ
た
貯
金
を
も
っ
て
貯
金
の
払
戻
資
金
に
充
当
し
、
そ

の
残
額
は
国
家
銀
行
に
預
入
れ
、
資
金
の
必
要
に
応
じ
て
引
出

し
、
貯
金
の
支
払
源
泉
に
充
当
す
る
。

　
逓
后
省
は
銀
行
か
ら
年
四
、
五
％
の
利
戸
を
受
げ
、
当
該
貯

金
者
た
ち
の
利
千
を
支
払
い
、
差
額
は
逓
后
収
入
の
源
泉
と
す

る
。

朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
の
遁
貨
、
金
融

一
武
藤
）

－
爪

（
・
へ
｛
（
、
．
一
）


